
❽　　　　　こしがや市議会だより　令和5年（2023年）5月1日

　個人情報の保護に関する法律（以下、「法」といいます。）の改正に伴い、令和５年４
月１日から個人情報保護制度の法体系が変わりました。これまで越谷市議会が保有する
個人情報については、越谷市個人情報保護条例で保護していましたが、法体系が変更さ
れ、地方議会は基本的にその適用から除外されることとなりました。　
　そのため、これまでと同様に越谷市議会における個人情報を保護し、その取り扱いに
おいて執行機関と差異が生じることがないようにするため、議会独自の個人情報保護条
例を制定しました。

●市議会の個人情報保護制度に変更はありません
　本条例の制定により、市民の皆様が行う開示等の手続きや、個人情報の適正な取り扱
いについての変更はありません。これまでと同等の個人情報の保護水準を確保します。

※詳しくは市議会ホームページをご覧ください。

※記載内容は令和５年４月２６日現在のもの
です。越谷市議会議員一般選挙（４月２３日）
による議会人事は、６月１日発行の臨時号に
掲載します。

　令和５年２月１３日付で、次の方が辞職し
ました。
　大野　保司
　県議会議員一般選挙立候補により、令和５
年３月３１日付で次の方が辞職しました。
　細川　　威

　令和５年２月１３日付で島田玲子議会運営
委員会委員が辞任しました。

　令和５年３月３１日付で「立憲・市民ネッ
ト」の代表者が後藤孝江議員に変更になりま
した。

　議員の辞職により、次の会派の構成が変更

になりました。（◎代表者）
■自由民主党越谷市議団
◎野口　佳司　　伊藤　　治　　金井　直樹
　島田　玲子　　小林豊代子　　野口　和幸
　立澤　貴明
■立憲・市民ネット
◎後藤　孝江　　松田　典子　　山田　裕子
　清水　　泉　　大田ちひろ

　本定例会では、５３人の傍聴者がありまし
た。いただいた感想から一部要約して紹介し
ます。
■傍聴の資料やアンケートもタブレットを貸
し出してペーパーレスにしたら良いのではと
感じた。
■コロナ減少に伴い、議場に議員さん全員が
出席にしても良いのではと思った。
■代表質問の中項目単位で一問一答という方
式はとても聞きやすく、分かりやすい方式だ
と思う。

　令和５年８月１日号のこしがや市議会だよ
りの表紙写真を募集します。
募集内容
　越谷市に関連する行事、風景、人物、その
他季節に合うもの
応募規定
　１人１回につき２枚まで。おおむね３年以
内に撮影したもの。（ただし、景観に変化が
なければ制限はありません）
応募資格
　越谷市在住、在勤または在学の方
応募期間
　令和５年（２０２３年）７月１０日（月）
まで

応募方法・応募先
　応募票に写真を添えて議会事務局（本庁舎
７階）まで提出してください。
　また、写真をメールで提出していただくこ
ともできます。採用された写真には、応募者
（撮影者）の氏名、写真のタイトル、撮影場
所を掲載します。なお、応募写真は表紙に合
わせて、適宜トリミングや文字の追加等の画
像編集を行いますのでご了承ください。
※応募規定など詳しくは市議会ホームページ
をご覧ください。

　令和５年３月定例会では、令和５
年度の予算案を審議し可決されまし
た。エネルギー価格や物価の高騰が
市財政に影響し、引き続き厳しい財
政運営となります。しかし、ポスト
コロナに向けてさまざまな行事を再
開することで、コミュニティの推進
を図る新たな一年にしたいと考えて
おります。　　　
　市議会議員一同も新たな体制にな
りますが、引き続き市民の皆様のご
理解とご協力をお願いいたします。

議会報専門協議会委員
工藤　秀次

編　集　後　記

市議会の個人情報保護条例を制定しました 委員会室で
ドラマ撮影が行われました

　令和５年３月26日、越谷市役所本庁
舎８階の第１委員会室において、テレビ
ドラマ「ペンディングトレイン―８時23
分、明日 君と」（ＴＢＳテレビ・金曜22
時～）の撮影が行われました。
　撮影シーンの内容は、ある日突然、乗
客乗員を乗せた電車が消えてしまい、鉄
道会社が関係者を対象に説明会を開催す
るというもので、第１委員会室を説明会
の会場に見立てて撮影が行われ、４月
21日の第１話で放送されました。

ドラマ撮影の様子
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